
 

      

 

 

 

 

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます 

旧年中は、大変お世話になりました。本年も生涯学習の       
拠点施設として地域の皆様のお役にたてるよう、職員一同、       
日々新たな気持ちで誠心誠意努力してまいります。 
今後とも、当センターの活動等への皆様のご理解・ご協      

力をよろしくお願い申し上げます。 
 

 
☆☆☆☆☆☆☆ 12月の短期講座の様子 その① ☆☆☆☆☆☆☆ 
 

   

 

 

 

 

                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火 災 避 難 訓 練 

１２月７日、大隅肝属地区消防組合の立

会いのもと、当センター職員等と利用者の

皆さんが参加して、実際に屋外に避難した

後、消火器による消火活動を実施しまし

た。また、複数の消火器利用による効果的

な消火方法についても学びました。

 

そば打ち教室 

持田先生の説明と実演

のおかげで、皆さん見事

に細く揃ったそばができ

あがりました。早速、で

きたてのそばとそば湯を

味わいました。持ち帰り

用を参考に、年越しそば

にもチャレンジ！ 

おせち料理を作ろう 

本年度も、瀬戸口先生の

指導のもと、紅白蒲鉾・黒

豆・いがぐり揚げ等、10種

のおせちを作りました。手

作りの豪華なおせち料理に

皆さん満足！こちらも、講

座のレシピを参考に自宅で

おせち料理にチャレンジ！ 
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第 3回 高齢者スマホ教室  

１２月６日の第３回高齢者スマホ教室

では、インターネット機能を利用して、天

気を調べたりニュースを検索したりしま

した。また、全体的な質疑応答だけでなく、

個別の困り感にも分かりやすく丁寧に対

応していただきました。 

今回の教室を通して、 

スマホの便利さを再認 

識できました。 
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クリスマスケーキ教室 

那須先生のユーモアを交

えた指導で、楽しいケーキ作

りとなりました。たっぷりの

生クリームに、かわいいデコ

レーション・・・とっても素

敵なクリスマスケーキがで

きあがりました！その後の

反省会も賑やかでした。 



☆ 令和６年度及び７年度の学習グループ登録のお知らせ ☆ 

 令和５年１０月のセンターだよりでお知らせしましたように、当センターの改修工事のため

令和６年９月１日～令和７年２月２８日まで、貸館ができません。同様に、例年１１月に実施

している登録団体説明会（令和７年度対応）も開催できません。そのため、令和６年度分と７

年度分の新規の同好会・加工グループの受付を随時行っていきいます。ご理解・ご協力をお願

いいたします。以下の受付案内の内容を確認・留意の上、早めの手続きをお願いいたします。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
☆☆☆☆☆☆☆ 12月の短期講座の様子 その② ☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

 １２月２６日、好天のもと、恒例の「親子ふれあい餅つき」を中庭で実施しました。今回は、

昨年度以上の１６家族の参加があり、とても賑やかでした。子どもたちも小さな杵を持ち、餅

つきに挑戦したり、餅を丸める作業に取り組んだりしました。冬休みの楽しい思い出になると

ともに、とても貴重で素敵な体験と 

なったことと思います。今回も、推 

進協議会青少年育成部の方々や町内 

会長さん方等に準備・運営していた 

だきました。大変お世話になりまし 

た。ありがとうございました。 

加工グループ登録受付案内 

 令和６年度・７年度に調理実習室を利用するグルー

プの登録受付を随時行っています。 

☆ グループの構成要件等 

１ 市内在住、または市内勤務の人を      

主たる構成員とします。４人以上でなくても可です

（ただし、個人利用は不可）。 

２ 任意保険(ｽﾎﾟｰﾂ保険等)への加入は不要です。 

☆ 予約 

前月最初の平日から、次月分を予約できます。 

☆ 使用申請書の提出と施設使用料の納入 

 使用前日(平日)までに必ず済ませてください。 

※  留意点  ※  

令和６年９月１日～令和７年２月２８日は、田崎地区

学習センターを利用できます。その場合、 

① 西原地区学習センター登録のグループについては、

当センター食品加工指導員が担当します。 

② 予約は前月の２日以降に、西原地区学習センターで

受付ます(田崎地区学習センターへの連絡は不可)。 

③ 使用申請書の提出と施設使用料の納入は、直接、

田崎地区学習センターへお願いします。 

  ④ 任意保険への加入は、同じく不要です。 

申込方法：所定の登録申請書等を提出していただきます（用紙は学習センターにあります）。 

※ 詳細は、学習センターまでお問合せください。（電話 ０９９４－４３－７００３） 

『 親 子 ふ れ あ い 餅 つ き 』 西 原 地 区 生 涯 学 習 推 進 協 議 会 主 催  

同好会登録受付案内 

 令和６年度・７年度の同好会の

登録受付を随時行っています。 

☆ グループの構成要件等 

※ 以下の要件を満たすこと

が必要です。 

１ 市内在住、または市内勤務

の人を主たる構成員とし、概

ね５人以上のグループであ

ること。 

２ 生涯学習の目的に沿った

学習内容であること。 

３ 学習の目的が明確で、学習

が計画的・継続的に行われる

ようになっていること。 

４ 学習は全て公開し、成果の

発表及び社会的還元を積極

的に行うこと。 

☆ 施設使用料 

  月３回までは無料、 

４回目以降は有料と 

なります。 



 

 


